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虐待防止の目的
虐待は、法の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす

可能性が極めて高く、介護事業者は虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
虐待を未然に防止するための対策及び発生した場合の対応等については、「高齢者虐待の防止、高
齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（平成17 年法律第124 号。以下「高齢者虐待防止法」
という。）に規定されており、その実効性を高め、利用者の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよ
う、次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を講じるものとする。

・虐待の未然防止
介護事業者は高齢者の尊厳保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけながらサービス提供に

あたる必要があり、研修等を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す必要がある。同様に、
従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養介護事業の従業者としての責務・適切な対応等を正
しく理解していることも重要である。

・虐待等の早期発見
虐待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる事案を早期に発見できるよう、必要な措置

（虐待等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知等）がとられていることが望ましい。ま
た、利用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利用者から市町村への虐待の届出について、
適切な対応をすること。



・虐待等への迅速かつ適切な対応
虐待が発生した場合には、速やかに市町村の窓口に通報される必要があり、当該通報の手続が迅

速かつ適切に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。

以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実
に防止するために次に掲げる事項を実施するものとする。

なお、当該義務付けの適用に当たっては、３年間の経過措置を設けており、令和６年３月31 日ま
での間は、努力義務とされている。



虐待の防止に関する具体的な取組
①虐待の防止のための対策を検討する委員会の設置

「虐待の防止のための対策を検討する委員会」（以下「虐待防止検討委員会」という。）は、虐
待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対
策を検討する委員会であり、管理者を含む幅広い職種で構成し、構成メンバーの責務及び役割分担
を明確にするとともに、定期的に開催することが必要である。

また、事業所外の虐待防止の専門家を委員として積極的に活用することが望ましい。
一方、虐待等の事案については、虐待等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微なものであることが

想定されるため、その性質上、一概に従業者に共有されるべき情報であるとは限られず、個別の状
況に応じて慎重に対応することが重要である。

なお、虐待防止検討委員会は、他の会議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営する
こととして差し支えない。また、事業所に実施が求められるものであるが、他のサービス事業者と
の連携により行うことも差し支えない。

また、虐待防止検討委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。この
際、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いの
ためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守
すること。
虐待防止検討委員会は、具体的には、次のような事項について検討することとする。その際、そ

こで得た結果（事業所における虐待に対する体制、虐待等の再発防止策等）は記録し、従業者に周
知徹底を図る必要がある。



イ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関すること
ロ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ハ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
ニ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
ホ 従業者が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関

すること
ヘ 虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
ト 前号の再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること

②虐待の防止のための指針の策定
「虐待の防止のための指針」には、次のような項目を盛り込む。

イ 事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
ロ 虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
ハ 虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項
ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項
ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項



③虐待の防止のための従業者に対する研修の実施
従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の

適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、虐待の防止のための指針に基づき、虐待の防止
の徹底を行うものとする。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、虐待の防止のための指針に基づいた研修プログラ
ムを作成し、定期的な研修（年１回以上）を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止の
ための研修を実施することが重要である。

また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内での研修
で差し支えない。

④虐待の防止に関する措置を適切に実施するための担当者の配置
事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施する

ため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者
と同一の従業者が務めることが望ましい。


